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令和７年度荒川区一般会計予算 

 

予 算 総 則 

 

令和７年度荒川区一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳 入 歳 出 予 算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ131,930,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

による。 

(債 務 負 担 行 為) 

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

(特 別 区 債) 

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる特別区債の起債の 

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 特別区債」による。 

(一 時 借 入 金) 

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

5,000,000千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る 

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 

 

令和７年２月14日提出 

 

荒 川 区 長 

滝 口 学  
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事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

特 別 区 債 の 元 利 金
支 払 事 務 等 の 取 扱

令和7年度～令和37年度 －

荒 川 区 土 地 開 発 公 社
に 対 す る 債 務 保 証

令和7年度～令和14年度

荒 川 区 土 地 開 発 公 社
か ら の 用 地 取 得 費

－

中 小 企 業 融 資 の 利 子 補 給 令和8年度～令和17年度 396,727

住 宅 資 金 融 資 の 利 子 補 給 令和8年度～令和22年度 18,861

小規模事業者経営改善資金
（ マ ル 経 融 資 ） の 利 子 補 助

令和8年度～令和10年度 19,292

町 会 事 務 所 建 設 費 等
利 子 相 当 額 の 助 成

令和8年度～令和16年度 5,040

人 事 管 理 シ ス テ ム 令和8年度～令和12年度 60,125

フ ァ イ ル 暗 号 化 シ ス テ ム 令和8年度～令和10年度 18,282

職 員 ポ ー タ ル ・
グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム

令和8年度～令和9年度 16,982

電 子 申 告 シ ス テ ム 令和8年度 4,564

生活保護・中国残留邦人等
支 援 給 付 シ ス テ ム

令和8年度 71,940

第　2　表　　債　務　負　担　行　為

荒川区土地開発公社が金融機関から借り入
れる事業資金４８億円および利子相当額

荒川区が荒川区土地開発公
社から取得する用地費

10



事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

校 務 支 援 シ ス テ ム 令和8年度～令和10年度 110,565

荒 川 区 基 本 構 想 等
策 定 支 援 業 務 委 託

令和8年度 25,300

新 庁 舎 整 備 基 本 構 想 ・
計 画 策 定 支 援 業 務 委 託

令和8年度～令和9年度 49,547

セキュリティインシデント訓練
お よ び セ キ ュ リ テ ィ 監 査
実 施 業 務 委 託

令和8年度～令和11年度 7,920

情 報 系 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス
環境構築および保守業務委託

令和8年度～令和12年度 206,245

氏 名 の 振 り 仮 名 法 制 化
に 係 る 業 務 委 託

令和8年度 49,729

税業務システムに係る印刷・
印 字 ・ 封 入 封 緘 業 務 委 託

令和8年度～令和9年度 37,773

課 税 業 務 シ ス テ ム に 係 る
デ ー タ エ ン ト リ 業 務 委 託

令和8年度 456

荒 川 遊 園
ス ポ ー ツ ハ ウ ス 大 規 模 改 修
工 事 監 理 業 務 委 託

令和8年度 42,331

特別養護老人ホームグリーン
ハ イ ム 荒 川 大 規 模 改 修
工 事 監 理 業 務 委 託

令和8年度～令和9年度 36,478

園 外 保 育 用 大 型 バ ス
供 給 業 務 委 託

令和7年度～令和8年度 1,540

感 染 症 対 策 衛 生 資 材 寄 託 令和8年度～令和9年度 593

11



事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 令和8年度 69

ビ ジ ネ ス プ ラ ン コ ン テ ス ト
入 賞 者 等 の 起 業 に 係 る
事 務 所 等 賃 料 補 助

令和8年度～令和9年度 760

創業に伴う事務所等賃料助成 令和8年度～令和9年度 8,220

空 家 利 活 用 創 業 賃 料 補 助 令和8年度～令和9年度 1,070

創 業 支 援 施 設 卒 業 生 の
事務所等開設に伴う賃料助成

令和8年度～令和10年度 12,450

小 ・ 中 学 校 移 動 教 室
バ ス 運 行 管 理 業 務 委 託

令和7年度～令和8年度 120,450

本 庁 舎 空 調 熱 源 設 備
改 修 工 事

令和8年度 156,748

( 仮 称 ) 町 屋 地 区
（ 町 屋 四 丁 目 付 近 ）
ふ れ あ い 館 整 備

令和8年度～令和9年度 1,326,678

荒 川 遊 園 ス ポ ー ツ ハ ウ ス
大 規 模 改 修 工 事

令和8年度 2,277,690

南千住中部在宅高齢者通所
サ ー ビ ス セ ン タ ー
昇 降 機 設 備 改 修 工 事

令和8年度 39,617

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム
グ リ ー ン ハ イ ム 荒 川
大 規 模 改 修 工 事

令和8年度～令和9年度 1,738,216

旧 尾 久 幼 稚 園 解 体 工 事 令和8年度 91,729

12



事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

荒 川 遊 園 地 下 駐 車 場
昇 降 機 設 備 改 修 工 事

令和8年度 24,930

道 路 改 修 工 事 令和8年度 45,815

都市計画道路補助第３３１号線
空 頭 防 護 桁 お よ び 路 面
冠 水 警 報 表 示 設 置 工 事

令和8年度 245,933

旧 工 業 用 水 道 事 務 所
解 体 工 事

令和8年度 146,184

旧尾竹橋清掃施設撤去工事 令和8年度 447,949

庁 内 情 報 機 器 の
ソフトウェアライセンス賃貸借

令和8年度～令和12年度 72,035

特別養護老人ホームグリーン
ハイム荒川大規模改修工事
に 伴 う 建 物 賃 貸 借

令和8年度～令和9年度 144,000

指 定 管 理 者 制 度 の 運 用 令和8年度～令和11年度 8,435,443

備 品 賃 貸 借 令和7年度～令和14年度 2,337,733

13



起 債 の 目 的 限　度　額

千円

区 民 施 設 整 備 691,000

学校教育施設等整備 745,000

合　　　　計 1,436,000

第　3　表　　特　　別　　区　　債

証券発行又は証書借入の方法により政府
その他より起債する。
証券発行の場合における発行価格は、額

面100円につき98円以上とする。
なお、証券発行の場合において発行価格

が額面金額を下回るときは、それぞれの発
行価格差減額をうめるために必要な金額を
左欄の限度額に加算した金額を限度額とす
る。

起債の方法

利 率

年 7.0％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

償還の方法

起債のときから据置期間を含め、30年以
内に元利均等額又は元金均等額の方法等に
より償還する。ただし、融通条件又は財政
の都合その他によっては繰上償還をするこ
とができる。

そ の 他

金融事情その他の都合により、起債額の
全部又はその一部を翌年度に繰延起債する
こともある。

14



 

 
 

 

議  案  第  5 3  号 

 

令 和 ７ 年 度 荒 川 区 

国民健康保険事業特別会計予算 
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令和７年度荒川区国民健康保険事業特別会計予算 

 

予 算 総 則 

 

令和７年度荒川区国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳 入 歳 出 予 算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,937,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

による。 

(債 務 負 担 行 為) 

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

(一 時 借 入 金) 

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

1,000,000千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 

 

 

 

 

令和７年２月14日提出 

 

荒 川 区 長 

滝 口 学  
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事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 令和8年度 344

第　2　表　　債　務　負　担　行　為
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議  案  第  5 4  号 

 

令 和 ７ 年 度 荒 川 区 

後期高齢者医療特別会計予算 

21



 



令和７年度荒川区後期高齢者医療特別会計予算 

 

予 算 総 則 

 

令和７年度荒川区後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳 入 歳 出 予 算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,727,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月14日提出 

 

荒 川 区 長 

滝 口 学  
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議  案  第  5 5  号 

 

令 和 ７ 年 度 荒 川 区 

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 
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令和７年度荒川区介護保険事業特別会計予算 

 

予 算 総 則 

 

令和７年度荒川区介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

(歳 入 歳 出 予 算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,248,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

による。 

(債 務 負 担 行 為) 

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

(一 時 借 入 金) 

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

1,000,000千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生 

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。 

 

 

 

 

令和７年２月14日提出 

 

荒 川 区 長 

滝 口 学  
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事　　　　項 期　　　　間 限 　度 　額

千円

指 定 管 理 者 制 度 の 運 用 令和8年度～令和11年度 34,364

第　2　表　　債　務　負　担　行　為
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